マイナンバーカードの被保険者証利用について

○日本語
・マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みが始まるため、国民健康保険と後期高齢者医療制度の被保険者証も、2024年12月2日からは新たに発行されなくなります。
・2024年12月2日時点で有効な健康保険証は最長１年間、引き続き使用できます。
現在お持ちの"静岡県国民健康保険被保険者証"及び"静岡県後期高齢者医療被保険者証"は2025年7月31日まで使用することができます。
・マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードを持っていても健康保険証として利用できない方には、現在の被保険者証にかわり資格確認書が交付されます。資格確認書を病院などの窓口で提示することで、これまでどおり保険医療を受けることができます。
マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL 0120-95-0178

詳しくは、下記のURL又は2次元コードにて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
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